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 航空宇宙工業は、信頼性、安全性、軽量化、高性能化等の面から、構成部品や素材

への非常に厳しい技術的要求や、加工、組立における高い品質管理要求が課されると

いう特色を有しており、多くの特殊技能を有する中小企業が参加しています。航空宇

宙工業が更に飛躍するためには、中小取引先との協力関係を充実・発展させ、双方が

健全に発展していく必要があります。このため、一般社団法人日本航空宇宙工業会（以

下、SJAC という。）の会員各社は、下請代金支払遅延等防止法（以下、下請法という。）

及び下請中小企業振興法等を遵守し、経済産業省が策定した「産業機械・航空機等に

おける下請適正取引等の推進のためのガイドライン」（以下、ガイドラインという。）

等に基づき、適正な取引に取り組んでおります。  

 

経済産業省は、更なる公正な取引環境を実現するため、平成 28 年 9 月 15 日に「未

来志向型の取引慣行に向けて」を取りまとめられ、その中で①価格決定方法の適正化、

②コスト負担の適正化及び③支払条件の改善の 3 つが重点課題として掲げられており

ます。 

 

この重点項目等を達成する方策として、政府においては、下請等中小企業の取引の

改善に向けて、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」（平成 15 年公正取引

委員会事務総長通達第 18 号）（以下、運用基準という。）、「下請中小企業振興法第 3 

条第 1 項の規程に基づく振興基準」（平成 30 年 12 月 28 日経済産業省告示第 258

号）（以下、振興基準という。）及び「下請代金の支払手段について」（平成 28 年 12 

月 14 日 20161207 中第 1 号 公取企第 140 号 中小企業庁長官 公正取引委員会事務

総長）（以下、手形通達という。）の運用強化の取り組みがなされました。会員各社は、

これらに基づいた適正取引の更なる推進に努めて参ります。  

 

振興基準には、業界団体において、会員各社と取引事業者の間の個々の取引の適正

化を促すとともに、サプライチェーン全体の取引の適正化を図るため、業種別の下請

ガイドラインに基づく活動内容を定めた行動計画を策定することが記載されておりま

す。 

 

SJAC は、会員各社がガイドライン及び今般改訂されました政府の基準等を着実に

履行するための支援及び会員各社の事例を共有することにより、会員各社の適正な取

引を実現するために、以下の行動を行います。 

 

１．航空宇宙工業における適正取引を推進するための行動計画について 

会員各社が、ガイドラインに基づき、以下の点に留意しながら適正な取引を実現

するよう慫慂（しょうよう）する。 
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（１）発注時の書面交付について 

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、会員各社は発注に際して製造等

委託した日、下請代金の額などを記載した書面を交付しない場合は、下請法第３

条違反となることを認識し、発注時の書面交付を行うこと。さらに、下請法適用

対象以外の取引であっても、発注内容の明確化のため、書面等の交付を行うこと

が望ましい。 

 

（２）一方的な価格低減及び原材料価格・エネルギーコスト等の価格転嫁について  

会員各社は、運用基準に記載されている「一律一定率の単価引き下げによる買

いたたき」、「合理性のない定期的な原価低減要求による買いたたき」等の違反事

例など、同法で禁止する買いたたきを行わないこと。  

「原価低減活動の取引対価への反映」及び「原価低減要請」に際しては、振興

基準に記載されている望ましくない事例を行わないこと。  

振興基準を踏まえ、取引先から労務費の上昇に伴い取引価格見直しの要請があ

った場合には、人手不足や最低賃金引き上げがあればその影響についても加味し、

十分な協議を行った上で取引対価を決定すること。  

会員各社は取引先の働き方改革を阻害し不利益となるような取引をしないよ

うに努め、やむを得ず短納期発注又は急な仕様変更などを行う場合には、取引先

が支払うこととなる残業代等の増大コストの負担に務めること。 

会員各社は、本件が「未来志向型の取引慣行に向けて」の重点課題である価格

決定方法の適正化に該当するものであることを認識し、適正化に努めること。  

 

（３）下請代金の減額について 

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、会員各社は発注時に決定した下

請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」が無いにもかかわらず、発注後に減

額すると下請法第４条第１項第３号違反となることを認識し、下請代金の減額を

行わないこと。 

 

（４）長期手形の交付について 

振興基準及び手形通達を踏まえ、会員各社は、下請代金の支払についてはでき

る限り現金で支払うこと。また、同様に手形等で下請代金を支払う場合、その現

金化にかかる割引料等のコストについて、取引先の負担となることがないよう、

これを勘案して下請代金の額を十分協議して決定すること。  

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、会員各社は取引先に対し下請代

金を手形で払う場合、支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手

形で交付すると下請法第 4 条第 2 項第 2 号違反となることを認識し、割引困難
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な手形の交付を行わないこと。 

更に、振興基準を踏まえ、会員各社は、下請代金の支払に係る手形サイトにつ

いては段階的に短縮すること。また同様に経営体力のある企業は将来的に 60 日

以内（振興基準 4、4）、（3））とするよう努めること。 

加えて、サプライチェーン全体の改善の取組を進めるにあたって大企業が率先

して大企業間取引における支払い条件の見直し（手形サイト短縮や現金化）に努

めること。 

会員各社は、本件が「未来志向型の取引慣行に向けて」の重点課題の支払条件

の改善に該当するものであることを認識し、適正化に努めること。  

 

（５）下請代金の支払遅延について 

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、会員各社は物品等を受領した日

又は役務が提供された日から起算して 60 日以内に定めた支払期日までに下請代

金を現金、手形、信託等法令で認められた方法で支払わないと下請法第４条第１

項第２号違反となることを認識し、適正な下請代金の支払いを行うこと。  

また会員各社は、取引先に製品の製造を委託し、型・治具が取引先に留まる場

合には、型・治具の代金の支払い方法について十分協議することとし、取引先が

専ら会員企業に納品する製品の製造のためだけに使用される型・治具の代金につ

いて一括払いを要望したときは、速やかに支払うよう努めること。 

会員各社は、本件が「未来志向型の取引慣行に向けて」の重点課題である支払

条件の改善に該当するものであることを認識し、適正化に努めること。  

 

（６）受領拒否について 

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、会員各社が取引先に対して委託

した給付の目的物について、取引事業者が納入してきた場合、会員各社は取引先

に責任がないのに受領を拒むと下請法第４条第１項第１号違反となることを認

識し、受領拒否を行わないこと。 

 

（７）専用品・専用設備（「型」等）の保管について  

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、会員各社が長期にわたり使用さ

れない補給品の金型を取引先に無償で保管させることは、下請法第４条第２項第

３号の不当な経済上の利益の提供要請に該当し、違反となることを認識し、適正

な費用負担を行うこと。 

振興基準を踏まえ、会員各社は、保管費用の負担、保管義務期間、型の返却や

破棄の基準、申請方法等について、内外に明確となる措置を講じ、取引先と十分

協議を行い、できる限り生産に着手するまでに合意ができるよう努めること。ま
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た、振興基準を踏まえ、会員各社は、会員各社の事情により保管を求める場合に

は必要な負担をすること。 

会員各社は、本件が「未来志向型の取引慣行に向けて」の重点課題であるコス

ト負担の適正化に該当するものであることを認識し、適正化に努めること。  

 

（８）金型図面及び技術・ノウハウ等の流出について  

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、会員各社が部品・金型の製造委

託を行った際に、発注書面上の給付の内容に金型の図面や製造ノウハウが含まれ

ていないにもかかわらず、金型の納入に併せて当該図面を無償で納品するように

要請した場合には、下請法第 4 条第 1 項第 5 号の買いたたき又は下請法第 4 条

第 2 項第 3 号の不当な経済上の利益の提供要請の禁止に該当し、下請法違反と

なることを認識し、金型の図面や製造ノウハウを譲渡させる場合には、対価を支

払うこと。 

 

（９）普及啓発活動の推進について 

会員各社は、常に運用基準、振興基準、手形通達及びガイドラインを踏まえて

自主点検を行い、その結果を踏まえて、社内ルール、マニュアルの整備、見直し

又は社員研修などで適正取引を行うことを周知・徹底すること。また、調達担当

部署とは異なる第三者的立場の相談窓口を設置し、匿名性を確保しつつ、窓口情

報を定期的に取引先に通知する等により、申告しやすい環境を整備するよう努め

ること。 

振興基準を踏まえ、会員各社は、取引先に対して説明会等を通じて適正な価格

改定のあり方等について周知を図るとともに、サプライチェーン全体に適正取引

が浸透するよう努めること。 

 

（10）取引先支援活動の推進について 

会員各社は、航空宇宙工業が更に発展するためには、会員各社と取引先との協

力関係を充実・発展させ、双方が健全に発展することが必要であるとの認識の下、

振興基準を踏まえ、生産性の向上、製品の品質等の改善、更には必要に応じて、

取引先の事業継承の円滑な遂行等に努める取引先の事業活動への積極的な支援

に努めること。 

また、天災等の緊急事態の発生時にサプライチェーンが寸断することのないよ

う、会員各社は取引先と連携して事業継続計画（BCP）の策定や事業継続マネジ

メント（BCM）の実施に努め、また天災等の発生時には、取引先の被害状況を確

認しつつ負担を押し付けないように留意するとともに被災した取引先との取引

継続に務めること。 
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２．会員各社の取引先との取引関係の事例の共有について 

（１）SJAC は、会員各社が日ごろから実施している取引先との適正な取引の取組

みについて調査を行い、広く浸透することが望ましい事例を取りまとめる。この

事例を会員各社間で情報共有することにより、会員企業が取引先と適正取引の充

実に向けて事例を取り込むことにより、更なる適正取引の推進を図る。  

 

（２）SJAC は、継続的に会員各社の成功事例のフォローアップを行い、事例の情

報共有を図る。 

 

３．会員各社における人材育成への取組みに対する支援について  

（１）SJAC は、会員各社が企画・実施する講習会・セミナー等のカリキュラムの

作成、講師の選定などをする際に、所要の支援を行う。  

 

（２）SJAC は、会員各社内等で行う講習会・セミナーで講師を行う者を対象に、

専門家を講師とする講習会・セミナー等を開催することにより、下請法等につい

てより深い知識を有する会員各社の中核となる人材育成の支援を行う。  

 

４．行動計画のフォローアップの実施について  

SJAC は、会員各社の取引の適正化を推進するため、経済産業省の要請を踏まえ

て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に留意しつつ、行動計

画を定期的にフォローアップすることにより、実施状況の評価を行う。  


